
魚津市告示第49号 

 

公営費用納付額についての一部改正について 

公営費用納付額について（平成28年魚津市告示第12号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

令和２年４月１日 

 

魚津市長  村椿  晃 

 

 

 

 本則の表魚津テクノスポーツドームの項の次に次のように加える。 

魚津市片貝コミュ

ニティセンター 
体育館 734.0 

魚津市コミュニティセ

ンター条例（令和２年

魚津市条例第１号）別

表第１に掲げる額 

 

 同表中「西布施地域活性化センター」を「魚津市西布施地域活性化センタ

ー」に改める。 

   附 則 

 この告示は、公表の日から施行する。 



 

○公営費用納付額について（平成28年魚津市告示第12号）の一部を改正する告示新旧対照表 

改正案 現行 備考 

公職選挙法施行令（昭和25年政令第89号）第121条の規定により候

補者等が納付すべき費用の額を次のように定めたので、公表する。 

公職選挙法施行令（昭和25年政令第89号）第121条の規定により候

補者等が納付すべき費用の額を次のように定めたので、公表する。 

 

【別記】 【別記】  

 



 

【別記】                                                            改正案 

施設の名称 建物の屋室 会場の面積（m２） 納付すべき費用の額（円） 備考 

平日 休日 

昼間 夜間 

（略） （略） （略）（略）  

魚津テクノスポーツドーム アリーナ 2,400.0魚津テクノスポーツドーム条例（平成９年魚津
市条例第34号）別表に掲げる額 

 

産業展示ホール 700.0

研修室 144.0

魚津市片貝コミュニティセンター 体育館 734.0魚津市コミュニティセンター条例（令和２年魚

津市条例第１号）別表第１に掲げる額 

 

魚津市西布施地域活性化センター 体育館 794.0 8,448 24,792 26,091  

研修室Ａ・研修室Ｂ 112.69

東蔵農村集落センター 会議室及び老婦研修室 126.3 8,448 24,792 26,091 

（略） （略） （略） （略） （略） （略）  

 

現行 
 

施設の名称 建物の屋室 会場の面積（m２） 納付すべき費用の額（円） 備考 

平日 休日 

昼間 夜間 

（略） （略） （略）（略）  

魚津テクノスポーツドーム アリーナ 2,400.0魚津テクノスポーツドーム条例（平成９年魚津
市条例第34号）別表に掲げる額 

 

産業展示ホール 700.0

研修室 144.0

西布施地域活性化センター 体育館 794.0 8,448 24,792 26,091  

研修室Ａ・研修室Ｂ 112.69

東蔵農村集落センター 会議室及び老婦研修室 126.3 8,448 24,792 26,091  

（略） （略） （略） （略） （略） （略）  

 


